
 

法第４条に基づく措置の実施状況 

（債務者が中小企業者である場合） 

（金額単位：百万円） 

 平成 21 年 

12 月末 

平成 22 年 

３月末 

平成 22 年 

６月末 

平成 22 年 

９月末 

平成 22 年 

12 月末 

平成 23 年 

３月末 

平成 23 年 

６月末 

平成 23 年 

９月末 

平成 23 年 

12 月末 

平成 24 年 

３月末 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

貸付けの条件の変更等の申込みを受

けた貸付債権の額 
  2 113 4 128 4 128 4 128 5 245 7 374 8 438 9 466 9 466 

  うち、実行に係る貸付債権の額     4 128 4 128 4 128 4 128 5 245 7 374 7 374 7 374 

 うち、謝絶に係る貸付債権の額                     

 うち、審査中の貸付債権の額   2 113       1 116 2 129 1 63 1 63 1 63 

 うち、取下げに係る貸付債権の額                 1 28 1 28 

 
うち，信用保証協会等による債務の保

証を受けていた貸付債権のうち実行に

係る貸付債権の額 
                    

 
うち，信用保証協会等による債務の保

証を受けていた貸付債権のうち謝絶に

係る貸付債権の額 
                    

 

 平成 24 年 

６月末 

平成 24 年 

９月末 

平成 24 年 

12 月末 

平成 25 年 

３月末 

件数 金額 件数 件数 金額 金額 件数 金額 

貸付けの条件の変更等の申込みを受

けた貸付債権の額 
9 466 9 466 10 511 10 511 

  うち、実行に係る貸付債権の額 7 374 7 374 7 374 8 419 

 うち、謝絶に係る貸付債権の額         

 うち、審査中の貸付債権の額 1 63 1 63 1 44 0 0 

 うち、取下げに係る貸付債権の額 1 28 1 28 2 92 2 92 

 
うち，信用保証協会等による債務の保

証を受けていた貸付債権のうち実行に

係る貸付債権の額 
        

 
うち，信用保証協会等による債務の保

証を受けていた貸付債権のうち謝絶に

係る貸付債権の額 
        

 



 

法第５条に基づく措置の実施状況 

（債務者が住宅資金借入者である場合） 

（金額単位：百万円） 

 平成 21 年 

12 月末 

平成 22 年 

３月末 

平成 22 年 

６月末 

平成 22 年 

９月末 

平成 22 年 

12 月末 

平成 23 年 

３月末 

平成 23 年 

６月末 

平成 23 年 

９月末 

平成 23 年 

12 月末 

平成 24 年 

３月末 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

貸付けの条件の変更等の申込みを受

けた貸付債権の額 
  4 61 6 82 7 83 8 101 11 148 13 161 15 185 15 185 15 185 

  うち、実行に係る貸付債権の額   3 43 4 58 4 58 4 58 4 58 6 83 10 129 10 129 10 129 

 うち、謝絶に係る貸付債権の額                     

 うち、審査中の貸付債権の額     1 6   1 17 4 64 4 52 1 17 1 17 1 17 

 うち、取下げに係る貸付債権の額   1 17 1 17 3 25 3 25 3 25 3 25 4 38 4 38 4 38 

 

 平成 24 年 

６月末 

平成 24 年 

９月末 

平成 24 年 

12 月末 

平成 25 年 

３月末 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

貸付けの条件の変更等の申込みを受

けた貸付債権の額 
17 222 17 222 17 222 18 248 

  うち、実行に係る貸付債権の額 11 144 11 144 11 144 12 169 

 うち、謝絶に係る貸付債権の額         

 うち、審査中の貸付債権の額 1 17 1 17 0 0 0 0 

 うち、取下げに係る貸付債権の額 5 61 5 61 6 78 6 78 

 

 

（注）法第４条および第５条に基づく措置の実施状況における，「貸付けの条件の変更等」の定義等は，「農水産業協同組合に係る中小企業者等に対

する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する命令」に基づいて計上しております。 

 


